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事業概要
（平成 24 年 8月末現在）

被保険者数
	 男	 1,501人
	 女	 648人
	 計	 2,149人

平均標準報酬月額
　男		359,683 円
　女		262,747 円
平均 330,453 円

事業所数

8事業所

被扶養者数
1,086 人

１人当たり扶養率
0.51 人

介護保険第２号被保険者数

	 　	 656人

・

処　　方　　せ　　ん
（この処方せんは、どの保険薬局でも有効です。）

公費負担者番号

氏　名

交付年月日

調剤済年月日

備考

保険薬局の所在
地 及 び 名 称
保険薬剤師氏名

1.  「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。

2.  この用紙は、日本工業規格  A  列 5番を標準とすること。

3.  療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和51年厚生省令第36号）第１条の公費負担医療については、「保

  険医療機関」とあるのは「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担利用の担当医師名」と読み替える

  ものとすること。

公費負担者番号

公費負担医療の
受 給 者 番 号

平成　　 年　　 月　　 日

変更不可

保険医署名

平成　　 年　　 月　　 日 平成　年　月　日

患

　
　者

処

　
　
　
　
　
　
　方

備

　
　考

明
大
昭
平

生年月日 年　月　日 男・女 印

区　分 被保険者 被扶養者
都道府県
番号

点数表
番号

特に記載のある場合
を除き、交付の日を含
めて４日以内に保険薬
局に提出すること。

 個々の処方薬について、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更に差し支えがあると判断した場合
には、「変更不可」欄に「　」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。

「変更不可」欄に「　」又は「×」を記載した
場合は、署名又は記名・押印すること。

医療機関
コード

保 険 者 番 号

公費負担医療
の受給者番号

被保険者証・被保険
者手帳の記号・番号

保険医療機関の
所在地及び名称

処 方 せ ん の
使　用　期　間

電 話 番 号

保 険 医 氏 名

印

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が

よ
り
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
特
許
が
切
れ
た
新
薬
と
同
等
の
有
効
成
分
で
作
ら
れ
た
医
薬
品
。

開
発
コ
ス
ト
が
低
い
た
め
安
い
価
格
で
利
用
で
き
、
安
全
性
も
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
４
月
か
ら
処
方
せ
ん
の
様
式
が
変
わ
る
な
ど
、
今
ま
で
よ
り
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

●
処
方
せ
ん
の
様
式
が
新
し
く
な
り
ま
し
た

　

以
前
の
処
方
せ
ん
に
は
「
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
が
す
べ
て
不
可
の
場
合
の
署
名
」

欄
が
あ
り
、
複
数
の
薬
の
う
ち
１
つ
だ
け
変
更
で
き
な
い
場
合
で
も
、
医
師
の
署
名

等
が
あ
る
と
す
べ
て
の
薬
が
変
更
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
薬
ご
と
に
変
更
の
可

否
を
書
く
様
式
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

●
「
一
般
名
処
方
加
算
」
を
新
設
し
、

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
や
す
く

　

医
師
が
処
方
せ
ん
を
発
行
す
る
と
き
に
、
薬
の
「
商
品
名
」
で
は
な
く

「
有
効
成
分
名
（
一
般
名
）」
で
記
載
し
た
場
合
の
加
算
を
新
設
。
処
方
せ

ん
の
交
付
１
回
に
つ
き
20
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

一
般
名
処
方
に
な
る
と
、
調
剤
薬
局
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え

や
す
く
な
り
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
情
報
を

　
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
提
供

　

調
剤
薬
局
が
患
者
に
渡
す
薬
の
説
明
文
書
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
有
無
、
金
額
、
在
庫
情
報
を
記
載
す
る
こ
と
を
評
価
し
ま
す
（「
薬
剤

服
用
歴
管
理
指
導
料
※

」
４
１
０
円
）。

　

薬
の
情
報
を
患
者
が
す
ぐ
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
利
用
促
進
に
役
立
つ
と
期
待
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

※
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
情
報
を
文
書
で
患
者
に
提
供
す
る
ほ
か
、
残
薬
の

確
認
、
お
薬
手
帳
へ
の
記
載
な
ど
を
行
っ
た
場
合

▼新しい処方せんの様式

薬
局
で
は

病
院
で
は

４月
より

医
療
費
抑
制

心
強
い
味
方

の
た
め
の

個々の処方薬について
変更の可否を明示するように

柔
道
整
復
師(

整
骨
院
・
接
骨
院)

に
か
か
る
と
き
、

健
康
保
険
が
使
え
る
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

使
用
範
囲
の
誤
解
か
ら
、
誤
っ
た
受
診
を
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

×

急性または亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打
撲・捻挫および挫傷（肉ばなれなど）

※骨折および脱臼につ
いては、応急手当をす
る場合を除き、医師
の診療を受けたうえ
での同意が必要です。

①仕事や家事などの日常生活による単なる疲
れ・肩こり・頭痛・体調不良など

②スポーツによる筋肉疲労、負傷日や負傷原
因のない筋肉痛など

③症状の改善がみられず、長期にわたる施術

④神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘル
ニアなどの疾病からくるこりや痛み

⑤保険診療機関
（病院・診療所
など）で治療
中の負傷等

⑥労災保険が適
用となる仕事
中や通勤途上
での負傷等
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